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     京都市におけるリハビリテーション行政の今後の在り方 

     及び敬老乗車証制度の今後の在り方について（諮問） 

 

１ 京都市におけるリハビリテーション行政の今後の在り方について 

本市におきましては，身体に障害のある市民が，再び住み慣れた地域及び家庭で，

自分らしくいきいきと暮らしていけるよう一貫した体系の下，リハビリテーション

施策を実施する総合施設として，政令市に先駆けて，「京都市身体障害者リハビリ

テーションセンター」を昭和５３年に設置しました。 

この間，医療制度におけるリハビリ病床の状況変化や，障害者保健福祉における

様々な制度改革，更には高齢者を地域で支える「地域包括ケアシステム」など，リ

ハビリテーション行政を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。 

「京都市身体障害者リハビリテーションセンター」をはじめ，本市のリハビリテ

ーション行政についても，こうした環境の変化に対応し，新たな在り方を検討して

いく必要があると考えています。 

 

２ 敬老乗車証制度の今後の在り方について 

本市におきましては，長年にわたり社会に貢献してこられた高齢者の皆様に敬老

の意を表するとともに，様々な社会活動に参加し，生きがいづくりに役立てていた

だくため，７０歳以上の市民の方に，市バス・地下鉄等を自由に乗車いただける「敬

老乗車証」を交付しています。 

本制度については，民営バスの適用拡大など，改善を求める要望をいただいてい

る一方で，高齢化の進行に伴い，本制度に要する経費は年々増大しています。 

他の政令市においても様々な改革が行われる中，本市においても，利便性の向上

や利用対象者の増加を踏まえた持続可能性の確保のための給付内容，受益者負担の

あり方など，多面的な検討が必要となっています。 

 

 

 こうした点を踏まえ，「京都市におけるリハビリテーション行政の今後の在り方」

及び「敬老乗車証制度の今後の在り方」について，諮問いたしますので，よろしくお

願い申し上げます。 


